
（独）国立病院機構関門医療センターにおける医療従事者の勤務環境改善の取組の推進について 

 

当院では医療従事者の負担軽減及び処遇改善のため、下記の事項について取組を行っております。 

 

     推進組織 

     ・推進責任者 副院長 

     ・委   員 統括診療部長、副看護部長、看護師長、庶務班長、専門職、メディカルクラーク 

 

業務分担 

・看護師による静脈注射、採血の実施、薬剤投与量の調整、トリアージの実施等 

・呼吸療法サポートチーム（ＲＳＴ）の充実 

・栄養サポートチーム（ＮＳＴ）の充実 

・がん医療サポートチームの充実 

・臨床工学技士による医療機器の管理 

・薬剤師の病棟配置 

・看護助手、病棟・外来クラークの活用 

 

医師事務作業補助者 

・電子カルテの代行入力 

・診断書、サマリーの代行入力 

・検査の予約等の入力 等 

 

外来縮小の取り組み 

・逆紹介の推進 

・初診時選定療養費の算定 

・院外処方の推進 

・地域連携の強化 等 

 

処遇改善 

     ・産休・育休制度の充実 

     ・有給休暇、特別休暇の利用促進 

     ・ワークライフバランスの推進 

     ・短時間正規雇用医師の活用（育児介護のための勤務時間短縮） 

     ・連続当直を行わない勤務体制 等 

 

                 

                                     病院長 吉野 茂文 

 

 


